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変更点 
2010年初頭より、税務上、新しい統計区分 (PKWiU 2008) が適用されます。 現状利用されて
いる税務目的上の区分 (PKWiU 1997) によると、スクラップはいわゆる「ファースト・プロセッシ
ング」（スクラップ発生源となる活動）の統計区分に属するものとして取り扱われています（例外あ

り）。その結果、SEZに属する企業は、少なくとも、製造後スクラップの販売を、製品販売そのも
のとして取り扱うことができます。別途新たに設けられた「スクラップ・セクション」(section 38)に
よって、この取り扱いが変更となります。 
 
2010年 1月 1日から、SEZ認可証に記載されている活動の範囲は、この PKWiU 2008に基
づいて、改めて定義づけされることになります。したがって、もし SEZ認可証に、SEZ企業として
の活動の範囲として、この新規の「スクラップ・セクション」が含まれていない場合には、スクラップ

販売から生じる収益は課税対象となります。 
 
現状の実務 
これまでのところ、ある企業では、製造後スクラップの販売から生じる収益は課税されている一

方で、そのような販売収益を非課税扱いとされている企業もあります。この統計区分の変更をき

っかけとして、いずれの場合でもその妥当性を証明する必要があります。 
 
税支払いの最適化 
これまで、「スクラップ収益」を課税対象として認識されていた場合には、SEZとして活動を開始
されて以来、過払いとなっている税額の還付を申請できる可能性があります。   
 
今後の対応 
「スクラップ収益」を、SEZでの主要な製造（「ファースト・プロセッシング」）との統計上の関係に
基づき非課税項目として扱われていた場合、2010年 1月以降は、税務上、課税対象として取り
扱うことが必要となる可能性があります。 
 
 

 
 
 
 
統計区分の変更は、製造後スクラッ
プを販売しているSEZ企業にとって、
チャンスでもありリスクでもある。 
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推奨される対応 
この統計区分の変更は、スクラップ販売に関連する活動も包含するように、SEZ認可証を変更
する基礎を提供するものであると我々は考えています。この解決法は、すべての SEZ企業が利
用することができますが、2010年度における課税免除の扱いを有利に進めることにつながり、
また、この点において、企業の立場を明確に定義づけることができます。   
 
コンタクト 
上記のトピックにご関心があり、より詳細な情報をご所望される場合、また、御社の税務申告上

の取扱いのご検証をされたい場合には、ご遠慮なく、山崎までご連絡ください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


